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第１章 計画の目的及び構想

秩父市では、市内の交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通安全対策基本法（昭

和 45 年法律第 110 号）に基づき、昭和 46年以来、5年ごとに 10次にわたり「秩父市交通安全計画」

を策定し、警察等関係行政機関及び関係各団体等と連携し推進してきた。

平成 17年 4 月に、1市 1町 2村で合併した本市は新「秩父市」となり、令和 2年 4月で 15 年が

経過した。秩父市では、これまで第 10 次秩父市交通安全計画等をもとに、交通安全対策を推進し

てきたが、計画期間が令和 2年度で終了したため、本年度、第 11 次計画として交通安全対策も改

めて見直す必要がある。

本市における死傷者数は別表 1に示すとおりである。平成 28 年から令和 2年までの 5年間の人

身事故の発生件数ならびに負傷者数は平成 23 年から平成 27 年までの 5年間に比べ減少したが、死

者数は増加した。特に平成 30 年は、3か月の短い間に 3人もの尊い命が奪われ、埼玉県より「交通

事故防止特別対策地域」に指定され、交通事故抑止対策事業を重点的に実施した。また、令和 3年

のセーフコミュニティの再認証に向けた取り組みを実施している。そこで、市では更なる交通安全

推進を図るべく令和3年度から令和7年度までの間に適切かつ実現可能な交通安全計画を策定する。

そのためには、人命尊重の理念に立ち、「人」、「交通機関」及び「交通環境」の三つの要素につ

いて相互の関連を総合的に考慮して、交通事故のない社会を目指す必要がある。

まず、「人」に関する事故防止対策としては、市民一人ひとりが交通社会の一員としての責務を

自覚し、自ら進んで交通安全に取り組もうという意識を高めるため、交通安全教育及び広報を強力

に推進する。特に、交通機関を運転･運行する人については、安全な運転・運行を確保するため、

交通ルール・交通マナー等の向上、運転管理の改善及び労働条件の適正化を図るものとする。

次に、「交通機関」が原因となる事故防止対策としては、その構造、整備等の安全性の向上、社

会的要求に応じた安全水準の確保及び必要な検査体制の充実のため、関係機関と協力して推進して

いく。

次いで、「交通環境」にかかる安全対策としては、交通安全施設の整備、交通に関する情報提供

の充実を図るとともに、効果的な交通規制の実施についても警察等関係機関に積極的に協力してい

く。また、混合交通に起因する接触の危険を排除するための施策を推進して、交通の流れに秩序を

付けて安全な交通を確保する。

以上の考え方に基づき、この計画を策定し、適切かつ実行可能な諸施策を総合的に推進する。

別表１ 秩父市の過去５年間の交通事故(人身事故）による死傷者数の状況

年 発生件数 死者数 負傷者数

平成２８年 218 2 281

２９年 226 4 288

３０年 173 5 213

令和元年 188 3 224

２年 171 3 209
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第２章 交通事故の現状と交通安全対策の方向

１ 交通事故の現状

（１）全国の交通事故の現状

我が国の交通事故による死者数は、昭和 45年に 16,765人を数えたが、46年以降着実に減
少に向かい、54年には 8,466人とほぼ半減した。その後増勢に転じ、平成 4年には 11,452
人に達したが、翌年から再び減少傾向で推移していた。そして、国の第 10次計画の最終年で
ある令和 2年中の死者数は 2,839人で戦後最少を記録し、初めて 3,000人を下回り、ピーク
時の約 6分の 1となったが、国の第 10次交通安全基本計画における「令和 2年年までに 24
時間死者数を 2,500人以下とする」目標は、達成できなかった。（図１）
なお、近年、死傷者数と交通事故件数については、平成 16年をピークに減少が続いており、
令和元年中の死傷者数は 464,990人、2年中は 372,315人となり、国の第 10次計画の目標を
2年連続で達成している。

（２）埼玉県内の交通事故の現状

埼玉県内の交通事故による死者は、平成 22年に年間 200人を下回って以降、横ばいで推移
していましたが、平成 28年には 151人、令和元年には 129人と減少し、令和 2年中の死者数
は戦後最少の記録となる 121人で、県の第 10次交通安全計画における「令和 2年までに年間
交通事故死者数を 125人以下とする」目標を達成した。
人身事故件数、負傷者数は平成 17年をピークに減少傾向で推移しており、令和 2年中の人

身事故件数、負傷者数はともに 10年連続で減少し、昭和 42年以降最少となった。
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埼玉県における交通死亡事故の特徴として、高齢者の事故が多いことが挙げられる。埼玉県内

の交通事故死者に占める 65歳以降の高齢者の割合は増加傾向にあり、近年は約半数を高齢者が
占めている。令和 2年中の交通事故に占める高齢者の割合は 50.4％で、平成 19年以降、14年連
続して 4割を超えている。

（３）秩父市の道路交通事故の現状

近年の秩父市における人身交通事故件数は、件数・死者数・負傷者数ともに減少傾向にある。

しかし、平成 30年には 4月から 6月にかけて 3件の交通死亡事故が連続発生したことから、
埼玉県より、平成 25年以来 5年ぶりに「交通事故防止特別対策地域」に指定された。その後、
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交通安全対策事業の成果が現れ、令和 2年には人身交通事故発生件数・負傷者数は過去 10年
間で最少となった。（図４）

秩父市の人身交通事故の特徴としては、次のようなことが挙げられる。

① 追突事故が多い

秩父市における人身交通事故のうち約 4割は追突事故である。特に、主要幹線道路にお
ける追突事故の割合は非常に高く、主要地方道秩父児玉線では約 66%・国道 140号線で
は約 51%が追突事故である。交通事故の場所・類型別で分析すると、上記の道路が地区内
を走る、秩父第一小学校区・原谷小学校区・尾田蒔小学校区・南小学校区では他の地区と

比較して人身事故の件数が多く、追突事故に占める割合も高いことが分かる。（図５）（図

６）

② 主要幹線道路・生活道路における事故が多い。

秩父市の交通事故発生状況を道路別に分析すると、最も発生件数が多いのが国道 140号
線である。国道は、市民と観光客が混在し土休日を中心に交通量が多くなることが事故多

発の原因と分析される。国道や県道では、追突事故の件数が多い。交通量が多くなること

で渋滞が発生し、それに伴い脇見などが増えることで追突事故が発生するものと推察され

る。

また、国道 140号に続いて市道において人身交通事故が多く発生している。市道では出
会い頭の事故が多くを占めている。生活道路や渋滞の抜け道となっている市道では、市街

地でも狭隘な道路が多く、交通量が多くなるところで出会い頭の事故が発生するものと推

察される。

③ 死亡・負傷者は高齢者が多い。

人身交通事故における負傷者を年齢層別に分析すると、65歳以上の高齢者が占める割
合が 25%と最も高い。全負傷者に占める、高齢者を含め 40歳以上の負傷者の割合は 63%
である（図７）。秩父市における近年の交通死亡事故を分析すると、死者の約 8割は 65
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歳以上の高齢者である（別表３）。

以上の特徴を示しながら、本市の交通事故は依然として多発している。その背景には、若者、

高齢者を含む運転免許取得者の増加や秩父夜祭、芝桜をはじめとした観光都市としてシーズンに

は 100万人以上が訪れるため、地域交通量の増大による道路交通の過密、混合交通等や観光客の
過労運転などがあげられる。その一方で、道路利用者全体の交通安全への意識の稀薄を指摘せざ

るを得ない。

そこで、第 11次交通安全計画では、市民一人ひとりに交通ルールの遵守と交通マナーの徹底
を呼びかけ、今後ますます多様化する交通社会に対応した、総合的な交通安全対策を積極的に推

進しなければならない。
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別表３　近年の秩父市における交通死亡事故発生状況
【平成28年】
発生日 時刻 場所・道路 形態 死者 事故概要

近戸町 原付 原付
3月12日 11:57 市道 × 90歳

軽乗用車 男性
下影森 軽乗用車 歩行者

6月14日 20:40 R140 × 82歳
歩行者 女性

【平成29年】
発生日 時刻 場所・道路 形態 死者 事故概要

浦山 軽乗用車 軽乗用車
4月22日 21:40 秩父名栗線 単独 18歳

男性
黒谷 自転車 自転車

8月6日 11:00 R140 × 94歳
軽貨物車 男性

蒔田 軽貨物車 軽貨物車
10月2日 9:05 市道 単独 77歳

男性
東町 普通乗用車 歩行者

12月16日 9:25 市道 × 72歳
歩行者 女性

【平成30年】
発生日 時刻 場所・道路 形態 死者 事故概要

黒谷 軽乗用車 軽乗用車同乗
4月22日 15:35 R140 単独 69歳

男性
中型二輪

中宮地町 × 中型二輪
4月22日 22:58 R140 原付 17歳

× 男性
普通貨物車

野坂町2丁目 自転車 自転車
6月15日 21:04 R140 × 66歳

軽乗用車 男性
日野田町2丁目 軽乗用車 軽乗用車

7月12日 19:38 市道 × 51歳
列車 男性

上町 軽乗用車 歩行者
9月22日 1:34 秩父名栗線 × 48歳

歩行者 女性

信号機のない交差点で、交差点に進入した原付と右方か
ら進行してきた軽乗用車との出会い頭の事故

片側一車線の直線単路を進行中、右から左に横断中の
歩行者と衝突

走行中に落石と衝突し対向車線に進出、縁石、ガード
レールに衝突し、崖下に落下

自転車が見通しの悪い交差点を横断中、右方から進行し
てきた車両と衝突

道路に左折進出する際、進路前方のコンクリート塀に衝
突

交差点左折後、道路に佇立の歩行者に衝突

国道140号進行中、左前方のガードレールに衝突

前車を追越した後、前方の原付に追突、転倒滑走し対向
車に衝突

信号機付き交差点において自転車が横断中、左方から
進行してきた軽乗用車と出会い頭の事故

車両が踏切内において立ち往生し、列車と衝突

片側一車線の単路進行中、車道上にいた歩行者と衝突
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２ 交通安全対策の方向

人命尊重の理念に立って、交通事故のない誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるため、

交通事故の実態に十分対応した各種交通安全対策を関係機関・団体と連携して強力に推進する必

要がある。

（１）高齢者及び子供の安全確保

高齢者が歩行中や自転車乗用中に巻き込まれる交通事故を防止し、今後さらに増加する高

齢ドライバーが安全に運転できるよう、歩道や分かりやすい標識など道路環境を整備すると

ともに、交通安全教室や高齢者世帯訪問を通じて高齢者の交通安全教育を推進する。

また、幼児・児童に対する交通安全教育は、将来にわたって交通社会への参加意識の醸成

を図る場として重点的に実施するとともに、学齢に応じた交通安全教育を推進する。

また、すべて世代で、高齢者・子供に対して配慮した通行を心がけるような交通安全教育・

啓発も推進する。

（２）自転車の安全利用の推進

自転車による交通事故を防止するため、自転車の交通ルールの周知を行うとともに、自転

車利用者に対して交通安全教育・啓発を推進してマナーの向上を図る。また、自転車が安全・

快適に利用できるような自転車道等の整備を進める。

（３）主要幹線道路における追突事故防止

秩父市内の交通事故の約半数を占める追突事故を防止するため、交通安全教育・交通安全

啓発活動・啓発看板の設置などを通じて、ドライバーへの注意喚起を徹底する。

（４）人と環境にやさしい道路交通環境の整備

交通安全を進めるためには、人と車が安全にかつ円滑に通行できるよう道路交通環境の整

備が不可欠である。そのためには、交差点の改良などの道路整備や信号機などの交通安全施

設整備などの施策を推進する。

また、高齢者や障がい者等の自立した日常生活、社会生活を確保するため、交通環境のバ

リアフリー化も図る。

（５）交通安全思想の普及徹底

【令和元年】
発生日 時刻 場所・道路 形態 死者 事故概要

荒川白久 軽乗用車 軽乗用車同乗
5月3日 18:09 R140 単独 84歳

女性
荒川上田野 普通乗用車 歩行者

6月6日 19:45 R140 × 75歳
歩行者 男性

東町 歩行者 歩行者
12月11日 20:50 市道 × 71歳

列車 男性

【令和2年】
発生日 時刻 場所・道路 形態 死者 事故概要

大滝 普通乗用車 普通乗用車/同乗
3月20日 22:27 R140 単独 79歳/71歳

男性/女性
大滝 大型二輪 大型二輪

8月11日 7:15 R140 × 54歳
大型二輪 男性

緩やかな右カーブを進行中、左前方のガードレールに衝
突

国道140号を進行中、道路左の縁石に乗り上げ、歩道を
歩行中の歩行者と衝突

何らかの原因により、踏切内において蹲っている歩行者と
列車が衝突

何らかの原因により路外に逸脱、崖下に落下

国道140号を進行中、スリップし前車に追突
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交通安全の基本は、市民一人ひとりが交通ルールと正しいマナーを身に付け、それを実践

することにある。そのため、幼児から成人、高齢者に至るまでの生涯にわたる交通安全教育

を推進する。また、家庭や学校、職場など、地域ぐるみの交通安全意識の高揚を図り、各主

体の自発的な交通安全対策を促進する。

（６）安全運転と車両の安全性の確保

運転者や自動車の種類も多様化しているため、安全運転と車両の安全性の確保が非常に重

要である。そのため、運転者教育の充実や事業所等における安全運転管理の確保などの施策

を推進する。また、車両の安全性の確保を図る。

（７）道路交通秩序の維持

道路交通の安全と円滑な交通の確保のためには、交通実態に即した交通規制と交通違反等

に対する適切な指導が重要であるので、警察等に積極的に協力するものとする。

（８）飲酒運転の根絶に向けた取組み

警察、交通関係団体と協力して、「飲酒運転は絶対にしない・させない・ゆるさない」と

いう住民の意識改革を図るため、広報、啓発活動を強化して行う。

（９）救急・救助活動の充実

交通事故による負傷者の救命を図り、その被害を最小限に抑えるため、消防機関や医療機

関と連携をとり、救急・救助活動の充実と救急医療体制の整備拡充を図る。

３ 計画の推進体制

交通安全に関する施策は多岐にわたっているが、これらの施策を効果的に推進するため、国、

県及び関係行政機関と緊密な連携を図り、交通事故の防止に努める。

また、事業者、交通関係団体、交通安全母の会等のボランティアが行う交通安全活動の効果は

極めて大きいものがあるので、協力・連携して交通安全対策を進めていく。

さらに、市民一人ひとりに、「車に乗ったらシートベルトを着用する」、「夜間の外出の際は反

射材を身につける」など、「自分の身は自分で守る」ことを意識させるよう啓発活動を実践して

いくことで、市民が安心して暮らせる「安心・安全な秩父市」を目指す。

４ 本計画期間で達成すべき目標

第 11次秩父市交通安全計画の実施期間である令和 3年度から 7年度までの 5年間で「交通事
故のない 安心・安全な秩父市」を目指すため、秩父市として次の目標を掲げ、交通安全対策事

業を推進する。

①交通死亡事故ゼロを継続し、死亡事故ゼロ継続期間を、秩父市として最長の「695日」を
目指す。

②年間の人身事故及び物損事故件数を、令和 7年までに令和 2年末比で「2割減」を目指す。
（目標年間事故件数 人身事故 130件・物損事故 920件）

第 3章 推進する施策

１ 人と環境にやさしい道路交通環境の整備

交通安全施設等の整備は、交通事故が多発しているなど緊急に交通の安全を確保する必要のあ

る道路から実施していく。
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（１）既存の道路における整備

交差点等の必要な改良や狭隘路の拡幅を行うとともに、通学路等歩車道の分離が必要な区

間においては、優先して歩道の整備を進めるほか、安全注意喚起対策を実施する。

また、視認性に優れた大型式や点滅式等の道路標識及び反射性の高い道路標示や、夜間の

危険箇所には道路照明灯等を整備する。そのほか、カーブ地点や転落・落石の恐れのある場

所には、カーブミラー、ガードレール、落石防止柵・網等を設置して安全で快適な道路環境

の整備をする。

さらに、高齢者や障がい者の自立した日常生活及び社会生活を確保するため、歩道段差の

解消や点字ブロック設置等のバリアフリー化に配慮した整備を進める。

（２）新設・改良道路における整備

一般道路の新設・改良にあたっては、信号機等の交通安全施設を併せて整備することとし、

歩行者、自転車利用者にも配慮した各種施設整備を進める。また、高齢者、障がい者にも優

しいバリアフリー化を推進する。

（３）その他道路交通環境の整備

① 追突防止に向けた注意啓発看板の整備

特に主要幹線道路における追突事故を防止するため、埼玉県と協力し追突注意を促す

注意啓発看板を事故多発地点に設置する。

② 違法駐車防止

道路交通の安全と円滑化を図るため、違法駐車防止を交通安全運動等のあらゆる機会

を利用して広報啓発活動を行い、市民に協力を呼びかける。

③ 道路使用の適正化

道路使用及び占用の許可にあたっては、許可条件履行の確認を徹底して、道路本来の

機能を確保した道路使用の適正化を図る。

④ 子供の遊び場の確保

子供の路上遊戯等による交通事故を防止するため、公園等の整備を進める。

⑤ 住民参加の促進

地域住民の意見を反映した道路交通環境の整備促進をするとともに、交通安全は住民

の意識の高揚に支えられるので、行政と住民が連携した交通安全対策を推進する。

２ 交通安全思想の普及徹底

（１）生涯にわたる交通安全教育の推進

自他の生命尊重という理念の下、市民一人ひとりが交通社会の一員であることを自覚して、

交通ルールとマナーを正しく身に付けるためには、人の成長過程に合わせた生涯を通じての

交通安全教育の推進が不可欠である。

① 幼児に対する交通安全教育

日常生活において、安全に道路を通行するための交通ルールと正しいマナーを身に付

けさせるため、幼稚園・保育所並びに家庭や地域と協力しながら、計画的に交通安全教

育を実践する。また、小学校入学直前の新入学児並びに保護者を対象に交通安全教室を

開催し、安全な通学方法について教育を行う。

② 小学生に対する交通安全教育

歩行者及び自転車利用者として必要な技能と知識を身に付けさせるため、視聴覚機材
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や校庭に設定した模擬道路を利用して、歩行者の心得、自転車の安全な利用、交通ルー

ルの意味と必要性などについての交通安全教育を実施する。また、近年、自転車事故が

多発している中で、自転車に乗り始める小学生から繰り返し自転車の運転ルールをしっ

かり身に付けてもらうため、こども自転車運転免許制度を実施する。

③ 中学生に対する交通安全教育

特に自転車で安全に道路を通行するための必要な技能と知識を習得させるとともに、

思いやりをもって、他の人々の安全にも配慮できるように、標識の意味や応急手当等の

交通ルールを植え付ける交通安全教育を実施する。

④ 高校生に対する交通安全教育

特別な事情がある場合を除き二輪車に乗らない、交通社会の一員として交通ルールを

遵守する、自他の生命を尊重するなど責任を持って行動できる社会人を育成することを

目指した交通安全教育を実施する。

⑤ 若者に対する交通安全教育

若者の交通事故実態、交通事故加害者としての実態を周知して、自己の運転技量に対

する正確な認識とその社会的責任を自覚させ、運転者としての交通安全意識を高揚して、

悪質無謀な運転による交通事故防止を図る。

⑥ 成人に対する交通安全教育

自動車等の安全運転の確保の観点から、免許取得時の教習水準の一層の向上と、免許

取得後の運転者としての社会的責任の重さと交通事故被害者の心情、交通事故の悲惨さ

などを理解させ、交通マナー向上の促進を図る。

⑦ 高齢者に対する交通安全教育

加齢に伴う心身機能の変化が歩行者、自転車利用者としての交通行動に及ぼす影響を

理解させ、安全に道路を通行する技能と交通ルール等の知識を習得させるため、老人ク

ラブ等団体と連携して交通安全教育を実施するほか、夜間の交通事故防止につながる反

射材の普及促進を図る。

また、高齢運転者に対しては、「シルバードライバーズドック」等を関係機関と協力

して開催し、自己の運動能力や反応動作の変化を再認識させる運転技能診断等を実施し

て運転者教育を推進する。

⑧ 障がい者に対する交通安全教育

地域福祉の場を利用して、障がいの種類や程度に応じたきめ細かい交通安全教育を推

進する。

（２）交通安全教育指導者の養成、活用

幼児から高齢者に至るまでの生涯を通して交通安全教育を実施するためには、交通社会に

参加するすべての人々に、説得力のある指導を行える交通安全教育指導者を養成することが

必要である。そのため、指導者を育成、拡充する研修会等には積極的に参加し、自発的な交

通安全教育の向上を図る。

（３）普及啓発活動の促進

① 交通安全運動の推進

春・秋の全国交通安全運動や夏・冬の交通事故防止運動に加え、その他の期間におけ

る交通安全推進期間においては、秩父・小鹿野両警察署等関係機関・団体と連携して組

織的・継続的に交通安全を展開する。
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② 自転車の安全利用の促進

交通事故や迷惑行為を防止するため、「自転車安全利用五則」を活用する等により、

自転車利用者の交通マナーの向上を図り、歩行者やほかの車両に配慮した正しい乗り方

の普及啓発活動を強化する。

また、自転車運転者の安全確保のため、ヘルメット着用による被害軽減効果や自転車

ヘルメット着用促進補助金の周知などを行い、自転車用ヘルメット着用を促進する。

③ シートベルト及びチャイルドシート着用の徹底

シートベルト及びチャイルドシート着用の効果、正しい着用方法について理解を深め、

その着用の徹底を図る。また、後部座席におけるシートベルトの着用も徹底する。

④ 飲酒運転追放活動の推進

飲酒運転を追放するため、広報・啓発活動を積極的に推進する。

⑤ 夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進

自動車、自転車の前照灯の早めの点灯と、歩行者・自転車利用者に対する反射材の利

用促進を図る。

⑥ 主要幹線道路における追突事故防止啓発活動の推進

主要幹線道路における追突事故を防止するため、街頭キャンペーンや交通安全教育の

場での啓発活動を強化する。

⑦ 放置駐車禁止の広報・啓発活動の推進

道路交通のスムーズな流れを確保するため、放置駐車禁止の広報・啓発活動を積極的

に推進する。

⑧ 外国人に対する普及啓発活動の推進

外国人が日本の交通社会に十分適応できるよう、外国語のパンフレット等を活用して、

交通安全知識の普及啓発を図る。

⑨ 交通安全に関する広報の徹底

市報やホームページ等の様々な媒体を利用して、交通安全を積極的に広報する。

（４）民間交通安全団体の活動の促進

交通安全母の会等の民間の交通安全団体には、交通安全対策にかかる資料等を提供するな

どその活動を支援し、創意工夫された自発的な活動を促進する。また、交通安全運動等の際

には、行政と民間団体等が連携して効果的な活動の展開を図る。

３ 安全運転の確保

（１）高齢運転者対策の推進

高齢運転者に対して、加齢による心身機能の変化が運動行動に及ぼす影響について正しく

理解させるため、警察署、関係団体と協力して「シルバードライバーズドック」などの体験・

参加型の交通安全教育を充実させる。

また、交通安全意識を高めるため、高齢者マークの積極的な使用を促進する。

また、自動車等の運転に不安を有する高齢者等が運転免許証を返納しやすい環境を整備す

るとともに、高齢者を始めとする地域住民の移動手段の確保・充実を図る取り組みを推進す

る。

（２）シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底

シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用を徹底するため、あらゆる機会を通じて
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啓発活動を行う。

また、着用の実証事例を紹介するなどしてその必要性、重要性を訴えて着用率の向上を図

る。

（３）運転者の労働条件の適正化

自動車運転者の労働条件については、労働基準法等関係法令に基づき適正な労働時間が保

たれて、過労運転等が原因となる事故が発生しないように、関係行政機関の指導に協力する。

（４）自転車の安全性の確保

自転車利用者に対して、点検整備を実施して規格・基準に合った自転車の利用促進と交通

ルールの遵守を啓発する。

（５）暴走族対策の強化

暴走族の凶悪性を訴え、地域を上げて暴走族追放の気運を高揚して、青少年に対して、暴

走族に加入しないよう指導する。また、警察署等関係機関・団体と協力して青少年の健全育

成運動を継続的に実施していく。

また、暴走族の集合場所として利用されやすい施設等の管理の徹底と、集合させない環境

作りを推進して暴走行為防止対策の強化を図る。

４ 救急・救助活動の充実

交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害者を最小限にとどめるため、救急医療機関、

消防機関等の救急関係機関相互の緊密な連携・協力関係を確保し、救急・救助体制及び救急医療

体制の整備・充実を図る。

５ 交通事故被害者支援の推進

交通事故被害者等は、精神的に大きな打撃を受けている上、交通事故に関する知識や情報が十

分でないことから、交通事故に関する相談等を受けられる関係機関との密接な連携が取れる体制

作りを進める。

第 4章 踏切道における交通安全

１ 踏切道の安全確保

踏切道の構造改良や保安設備の整備等により大きな事故は発生していないが、市内にはまだま

だ危険箇所があるので、鉄道関係者をはじめ関係機関と協力して、積極的に整備を進め事故防止

を図る。

２ 推進する施策

（１）踏切道の構造改良と統廃合

交通量が多く危険度の高い踏切道については、構造改良工事を施工してきたところである

が、なお必要箇所については継続して改善するとともに、小規模踏切道は周囲の状況を勘案

しながら整理統廃合並びに規制等を講じていく。

（２）広報活動の充実

全国交通安全運動等の機会を利用して、踏切通行者に対し、交通安全意識の高揚を図るた

めの広報活動を積極的に実施する。


